
　
※
平
成
23
年
９
月
１
日
現
在
で
３
か
月

以
上
市
内
に
お
住
ま
い
の
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
お
祝
い
も
受
取
り
の
際
に

印
鑑
が
必
要
で
す
。

　
　

高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係　

　
　
　
　
　

☎
0
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8
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開
催
日　

11
月
９
日（
水
）

場　

所　

成
東
文
化
会
館
の
ぎ
く
プ
ラ
ザ

　

ホ
ー
ル

時
間
・
対
象
地
域

　

午
前
10
時
～
正
午　

山
武
市

　

午
後
2
時
～
4
時　

横
芝
光
町
・
芝
山
町

※
説
明
会
に
出
席
で
き
な
い
場
合
は
、
対
象

　

地
域
以
外
の
時
間
帯
で
も
出
席
で
き
ま

　

す
。ま
た
、
11
月
８
日
（
火
）
に
東
金
文
化

　

会
館
で
の
説
明
会
に
出
席
で
き
ま
す
。

　
　

東
金
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（52）
3
1
2
1

　

固
定
資
産
税
評
価
基
準
が
改
正
さ
れ
、

次
の
要
件
を
み
た
す
冷
蔵
倉
庫
用
建
物

は
、
平
成
24
年
度
か
ら
、
減
価
年
数
が
短

縮
さ
れ
た
計
算
方
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
の
建
物
を
市
内
に
所
有
さ
れ
て

い
る
方
は
、
現
地
調
査
が
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
冷
蔵
倉
庫
用
建
物
の
要
件
】

・
木
造
以
外
の
倉
庫
用
建
物
で
あ
る
こ
と

・
建
物
自
体
に
冷
蔵
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と

・
保
管
温
度
が
常
に
摂
氏
10
℃
以
下
に

　

保
た
れ
て
い
る
こ
と

・
併
用
建
物
の
場
合
、
冷
蔵
倉
庫
部
分

　

が
床
面
積
の
５
割
以
上
で
あ
る
こ
と

　
　

課
税
課
資
産
税
係　
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1
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市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測
量
お

よ
び
設
計
な
ど
の
委
託
、
物
品
の
購
入

ま
た
は
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に

係
る
入
札
に
参
加
す
る
た
め
の
資
格
審

査
の
申
請
時
期
、
申
請
方
法
な
ど
は
次

の
と
お
り
で
す
。

申
請
期
間　

10
月
３
日（
月
）～
12
月
16

　
日（
金
）（
期
間
内
必
着
）

有
効
期
間　

平
成
24
年
４
月
１
日
～
平

　

成
26
年
３
月
31
日
ま
で

申
請
方
法　

申
請
者
は
、「
ち
ば
電
子
調

　

達
シ
ス
テ
ム
」
に
申
請
内
容
を
入
力

　

し
電
子
申
請
後
、
入
札
参
加
資
格
審

　

査
申
請
書
を
印
刷
し
、
申
請
マ
ニ
ュ

　

ア
ル
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
千

　

葉
県
電
子
自
治
体
共
同
運
営
協
議
会

　

（
共
同
受
付
窓
口
）
に
提
出
し
て
く
だ

　

さ
い
。な
お
、
電
子
申
請
を
行
う
に
当

　

た
っ
て
は
、
申
請
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
熟

　

読
の
上
、
入
札
参
加
資
格
申
請
シ
ス

　

テ
ム
運
用
基
準
に
基
づ
き
行
っ
て
く

　

だ
さ
い
。

留
意
事
項　

市
役
所
窓
口
で
の
受
付
は

　

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

　

願
い
ま
す
。

ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:/

/
w
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w
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h
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p
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o
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財
政
課
管
財
係　
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2
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市
で
は
『
千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
』

に
基
づ
き
、
屋
外
広
告
物
に
つ
い
て
の

ル
ー
ル
を
設
け
て
い
ま
す
。

屋
外
広
告
物
と
は

　

常
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て

屋
外
で
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
、

内
容
が
営
利
目
的
な
も
の
か
は
問
い
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
が
自

己
の
敷
地
内
で
あ
っ
て
も
該
当
し
ま

す
。は
り
紙
、
立
て
看
板
、
広
告
塔
、
広
告

板
は
も
ち
ろ
ん
建
物
な
ど
の
外
側
に
表

示
さ
れ
る
文
字
や
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
、

商
標
、
写
真
、
絵
画
な
ど
も
屋
外
広
告
物

と
な
り
ま
す
。

表
示（
設
置
）し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

～
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
～

①
市
の
許
可
を
受
け
て
い
ま
す
か
？　

②
千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
基
準　

　

（
大
き
さ
・
色
彩
な
ど
）
に
適
合
し
て

　

い
ま
す
か
？

③
腐
食
、
退
色
が
な
い
よ
う
メ
ン
テ
ナ

　

ン
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？
（
大
規

　

模
な
も
の
は
、
必
ず
業
者
に
よ
り
点

　

検
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。）

④
道
路
な
ど
、
広
告
物
を
提
出
で
き
な

　

い
場
所
に
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

こ
れ
か
ら
表
示（
設
置
）す
る
皆
さ
ん
へ

～
設
置
す
る
前
に
～

①
市
の
許
可
が
必
要
で
す
、
事
前
に
ご

　

確
認
く
だ
さ
い
。（
一
部
許
可
が
要
ら

　

な
い
広
告
物
が
あ
り
ま
す
。）

②
依
頼
す
る
業
者
は
、
千
葉
県
に
屋
外

　

広
告
業
の
登
録
が
済
ん
で
い
る
業
者

　

で
す
か
？

③
屋
外
広
告
物
条
例
の
他
、
関
係
法
令

　

（
建
築
基
準
法
、
道
路
法
な
ど
）
に
適

　

合
し
て
い
ま
す
か
？

屋
外
広
告
業
を
営
む
皆
さ
ん
へ

　

県
内
で
屋
外
広
告
業
を
営
む
方
は
、

千
葉
県
の
屋
外
広
告
業
の
登
録
を
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
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1
1
9
1

く 

ら 

し

さ
ん
む

さ
ん
む

年
末
調
整
等
の
説
明
会

冷
蔵
倉
庫
用
建
物

の
固
定
資
産
税

屋
外
広
告
物
設
置

に
は
許
可
が
必
要

山
武
市
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請

平
成
24
・
25
年
度
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